
託児サービス利用案内 

 

職業訓練 

【訓練科名】  パソコン基礎科３回 

【訓練期間】  令和２年５月２１日（木）～令和２年８月２０日(木)（３ヶ月間） 

【訓練時間】  ９：２０～１６：００まで  1日６時間 

【訓練場所】  株式会社わーくすたいる   

【受講定員】  ２０人 

【応募締切日】 令和２年４月３０日(木)  

託児サービス

利用対象者 

上記職業訓練の受講対象者であって、次のいずれにも該当する方 

１ 次の①～③のいずれにも該当する方 

①就学前の児童の保護者（親権者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者を言

う。以下同じ。） 

②職業訓練を受講することによって、当該児童を保育することができない者 

③同居親族その他の者が当該児童を保育することができない者 

  なお、就学前の児童とは、児童福祉法第 4 条において定める児童のうち、就学前の児童と

し、次の（１）、（２）に分類されること 

  （１）乳児：満 1 歳に満たない者    

（２）幼児：満 1 歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 

２ 現在、年間又は月極契約で、別の保育施設に当該児童を預けていない者 

３ 本校長が、利用希望者から提出された「託児サービス利用申込書」等に基づき、当該訓練

受講に際し、託児サービスの利用が必要であると認めた者 

※１ 託児サービス施設は、裏面「託児サービス施設について」をご覧ください。 

※２ 決定した託児サービス施設については、「受講決定通知書」にてお知らせします。 

※３ 託児定員を超えて応募があった場合は、訓練受講と同じ選考方法により決定されます。 

※４ 託児サービス利用対象者とならなかった場合でも、訓練については受理した「委託訓練

受講申込」により選考されます。 

託児定員 
１名（託児の年齢構成や対象児童が障がい等をお持ちの場合や、または児童の健康状態等によって、施設による十分

な保育の提供が行われないと見込まれる場合等は、託児サービスの利用はできません。） 

託児の費用 

 託児サービス利用料は無料です。ただし、無料の利用時間は訓練時間中となります。 

また、託児サービス利用料に含まれない食事・軽食（おやつ等）代、延長保育等の実費分は

個人負担となります。 

 ※詳しくは裏面「託児サービス施設について」の個人負担欄をご覧ください。 

申込方法 

 申込前に、託児サービス施設での面談を行って、児童の保育について問題がないか確認を行

う必要があります。問題がないと確認された場合、申込締め切り日までに、職業訓練受講に係

る「委託訓練受講申込書」に併せて、「託児サービス利用申込書」によりハローワーク窓口を通

じて託児サービスの申込みを行ってください。 

 託児サービス利用の決定については、託児サービス利用申込者あて選考結果の通知と併せて

ご連絡します。 

 

 

 

◆お問い合わせ◆  福島県立テクノアカデミー会津 経営企画担当 

          〒969-3527 喜多方市塩川町御殿場４丁目１６番地    

          電話 0241-27-3221    FAX0241-27-3312 

  



パソコン基礎科第３回 託児サービス施設について 

施設名等 若松第三保育園 
〒965-0803 

会津若松市城前 9-6 

TEL 0242-27-1479    FAX 0242-27-4694   

ホームページ http://www8.plala.or.jp/wasanho 

E-mail wasanho@sea.plala.or.jp 

設置者 園長名 山浦 三千代 施設の区分 認可保育施設 

託児定員 1 名：生後３ヶ月～未就学児童（※託児コース受講者を対象とした定員） 

託児サービス内容 ・保育時間：8：30～17：０0 （内８時間以内） 

 ※託児サービスは訓練期間中、訓練が行われる日のみ利用できます。         

・サービス内容 

 授乳、補水補助、食事・軽食（ミルクやおやつを含む）の介助、排泄・健康・発達の支援など 

個人負担 ・時間外の延長等料金は 1 時間当たり、300 円の個人負担となります。（事前に要連絡・相談） 

・入校手続き日（訓練開始前）に託児利用される場合は個人負担となります。（申込時に要相談・予約） 

・託児サービスに含まれない「おむつ等」。「持ち物欄」をご確認ください。 

※託児サービス利用料は無料です。（おかず・ミルク・おやつ代も含む） 

 （注意）アレルギーのある児童は、食事・おやつ持参（要診断・相談） 

傷害保健等とその

保障内容 

・児童：保育園総合保険 主催行事参加者傷害保険  

死亡保険金 300 万円、後遺障害保険金 9～300 万円（程度に応じて）、 

入院保険金：日額 4,500 円、通院保険金：日額 3,000 円 

提携する医療機関

と提携の内容 

・内科：いとう子どもクリニック 会津若松市門田町黒岩大坪 180  TEL. 0242-27-4601 

・歯科：本間歯科医院 会津若松市馬場町 2-46   TEL. 0242-22-0922 

※急病やケガを負った場合に受診 

持ち物 

※すべての物に記

名をお願いします。 

申込時：母子手帳 

＜0～2 歳児＞バスタオル、オムツ 8 枚位、おしりナップ、着替え・下着 

＜3 歳以上＞着替え・下着、弁当（ご飯のみ） 

 

※ 託児サービスを希望される方は、ハローワーク職業訓練窓口での事前相談が必要になります。また、託児施設の見学を希望 

される場合も同様にハローワーク職業訓練窓口で相談のうえ、株式会社わーくすたいると見学の日程調整をしてもらいます。 

 

 

 

 

時間帯 0 歳 1・2 歳 3・4・5 歳 

8：30～ 随時登園 

随時登園 

（親子で手洗い・うがい）自由あそび 

9：00～ 

一人ひとりの 

発達・生活リズ

ムに合った生活 

おやつ 片付け 

9：30～ クラス別保育 
クラス別保育  

11：10～ 食事 ※クラス別 

11：30～ 午睡準備 食事 ※クラス別 

13：00～ 

午睡 ※クラス別 

午睡準備 

13：30～ 午睡 ※クラス別 

14：30 起床 

15：00～ おやつ 

15：30～ クラス別保育／随時降園 

16：45～ 合同保育 ※随時降園 

わーくすたいると第三保育園 

わーくすたいる 


